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千歳基地ＨＰ：https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/acs/

土川（E-mail：TSUCHIKAWAn9h@inet.aci.mod.go.jp）

記

令 和 8 年 4 月 23 日

航空自衛隊第2航空団

会計隊長　西谷内　博明

公　　   　告

      下記により入札を実施するので、「入札（見積）及び契約心得」を同意のうえ参加すること。

契 約 条 項 を 示 す 場 所 航空自衛隊第２航空団　会計隊事務室

入 札 に 付 す る 事 項 「機材等借上」

入 札 方 式 一般競争入札

入 札 日 時 令和 8 年 5 月 20 日 ( 水 ) 11時30分

※１　入札日の前日17:00までに到着した郵便（原則、書留等）による入札を有効とします。
　　　（郵送後、会計隊へ連絡すること。）
※２　郵便による入札の場合は、再入札は辞退と見なします。

入 札 場 所 航空自衛隊千歳基地　１００ビル庁舎　会計隊入札室

契 約 方 法 確定契約

（ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金
相当額（落札価格の１００分の５）を徴収する。）

参 加 条 件 予算決算及び会計令第７０条及び７１条の該当者については参加できない。

防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づ
く指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同
種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを
得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされた北
海道地域の競争参加資格を有する者

入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセント（軽減税率対象品目は８
パーセント）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費
税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税
率対象品目については１０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。

保 証 金 等 入札保証金：免除

契約保証金：免除

落 札 決 定 方 式 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。

入 札 の 無 効 第7項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

契 約 書 等 の 作 成

適 用 す る 契 約 条 項 航空自衛隊標準契約（請書）条項借上契約（請書）条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する
特約条項（工事以外）

履 行 期 間 令和 8 年 6 月 1 日 ( 月 ) 令和 8 年 9 月 30 日 ( 水 )

履 行 場 所 航空自衛隊当別分屯基地（北海道石狩郡当別町字弁華別番外地）

説 明 会 無 

航空自衛隊　第２航空団　会計隊　契約班

そ の 他 代理人による入札は、委任状の提出を必要とする。

入札参加者は、入札前までに防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）（写）を下記照会先へ提出
すること。
ただし、当該年度に有効な防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）（写）を既に提出している場合
は省略することができる。（FAXによる提出可）

本入札は、持参又は郵便入札を可とする。

本入札に関する事項については、会計隊契約班に照会又は千歳基地ＨＰを参照すること。

照 会 先 〒０６６－００４４

北海道千歳市平和無番地

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０１２３－２３－３１０１（内２７５３）
Ｆ Ａ Ｘ ： ０１２３－２３－３３８２（直通）
担 当 ：



契約担当官
航空自衛隊第２航空団 　

会計隊長　西谷内　博明

件 名 数 量 金 額 備 考

機材等借上 1

申 込 者 の 条 件

◎入札者は一旦提出した入札書の引替、変更または取消をなすことが出来ない。（会計法第２９条の５②）

　「記載注意」

　　　　　　１．不要の字句は適宜抹消して使用すること。

　　　　　　２．品名点数が少ないときは余白の欄に斜線すること。　

　　　　　　３．２葉以上しようするときは総額欄は次葉へつづくとし最後の用紙に総額を記載すること。　

履行場所： 航空自衛隊当別分屯基地

　　　　　　　　　　総額　￥

履行期間： 令和8年6月1日～ 令和8年9月30日

―以下余白―

仕様書のとおり 式

担当者：
連絡先：

規 格 単 位 単 価

（代表者氏名）

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ０ 日

殿

（住所）

（氏名）

入　　札　　書

貴通知・公告に対し、入札(見積）及び契約心得・標準契約条項等承知の上、下記のとおり提出致します。



契約担当官
航空自衛隊第２航空団
会計隊長　西谷内　博明

私は を代理人と定め、

下記の権限を委任します。

１．　入札及び見積に関する事項

２．　契約の締結及び解約に関する事項

３．　物品の納入等に関する事項

４．　契約代金の請求及び受領に関する事項

５．　その他契約履行に関する事項

＊該当する番号を○で囲む

委任者 （住所）

（氏名）

受任者 （住所）

（氏名）

委　任　状
令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ０ 日

件名  機材等借上1式

記



承認

作成

ホームページ

作成部
隊等名

航　空　自　衛　隊　仕　様　書

仕様書の
種　　類

内容による分類 役　　務　　仕　　様　　書

性質による分類 個　　別　　仕　　様　　書

　この仕様書は、航空自衛隊当別分屯基地における振動ローラー並びにバックホー及び油圧草

物品番号 仕　様　書　番　号

品　名
 又は
件　名

機材等借上

　当分基ＬＰＳ－Ｒ３８００４

令和７年４月２５日

令和７年４月２４日

改正
令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

掲　載　・　不　掲　載

第４５警戒隊

1.　総則

1. 1　適用範囲

　する。

　刈機（バックホー用アタッチメント）の借上について規定する。

2.　役務に関する要求

2. 1  品名、規格、数量、履行期間は調達要領指定書による。

2. 2  履行場所

　航空自衛隊当別分屯基地

2. 3　搬入及び搬出については、次による。

a)　契約相手側が搬入及び搬出するものとする。

b)　搬入及び搬出の詳細事項は使用部隊側と調整し決定するものとする。

c)　契約相手側は、事前に各機材の始動点検及び機能確認を行い搬入する。また、搬入時以降

　の通常使用中に不具合が発生した場合、直ちに代替機材を用意する等の措置を講ずるものと

b)　借上機材の修理費は、契約相手方の負担とする。ただし、契約相手方の責に帰さない事由

d)　燃料は満タンの状態で貸出し及び引き取りをするものとする。

2. 4　貸出期限及び引取期限については調達要領指定書による。

2. 5　搬入搬出場所

　官側の指示を受けるものとする。細部は別図「位置図、案内図、配置図」による。

3.　品質保証

　検査　検査は官側が定める検査実施要領により実施するものとする。

4.　サポート特約制度等

a)　契約相手方は，契約時において損害賠償を補償する特約を付帯するものとする。

　により生じたものである場合には契約担当官と協議するものとする。



品名 機材等借上

5.　その他の指示

5. 2　安全管理

a)　基地内への立入及び基地内での行動については官側の指示によるものとする。

5. 1　付属品・予備品は調達要領指定書による。

b)　契約相手側は、作業に係る安全管理を適切に実施しなければならない。

C)　契約相手側は、作業中において施設及びその他の物件に損害を与えた場合は、速やかに官

　側に報告し、契約相手方の責任において修復するものとする。

5. 3　仕様書の質疑

　仕様書について質疑がある場合は、官側に申し出るものとする。





発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号 ４０００２

調達要求年月日 令和８年４月２２日

作 成 部 隊 第４５警戒隊

作 成 年 月 日 令和８年３月３１日

品 名 又 は 件 名

仕 様 書 番 号

３　5.1 　付属品・予備品は、表３及び表４のとおりとする。

２　2.4 　貸出期限及び引取期限は表２のとおりとする。

調達要領指定書

機材等借上

当分基ＬＰＳ－Ｒ３８００４

指 定 事 項 ：

１　2. 1  品名、規格、数量、履行期間は表１のとおりとする。

品名 数量 履行期間

バックホー １台
令和８年６月　１日～
令和８年７月３１日　１６００

油圧草刈機 １台
令和８年６月　１日～
令和８年７月３１日　１６００

振動ローラー １台
令和８年６月　１日～
令和８年９月３０日　１６００

表１－品名、規格、数量、履行期間

規格

0.2㎥級、配管機

0.2㎥級バックホー用アタッチメント

10ｔ

品名 貸出期限 引取期限

バックホー 令和８年６月　１日　１０００ 令和８年７月３１日　１５００

油圧草刈機 令和８年６月　１日　１０００ 令和８年７月３１日　１５００

振動ローラー 令和８年６月　１日　１０００ 令和８年９月３０日　１５００

表２－貸出期限及び引取期限

品名 数　量 備　考

取扱説明書 １式 操作説明含む。

表３－付属品

品名 数　量 備　考

フレール刃 ２セット 官側へ引き渡すものとする。

ボルトセット ２セット 官側へ引き渡すものとする。

表４－予備品


